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お
知
ら
せ

お知らせ５月

た
。

　

こ
の
事
業
は
、
高
額
と
な
る
特

定
不
妊
治
療
（
医
療
保
険
適
用
外

の
体
外
受
精
お
よ
び
顕
微
授
精
）

を
受
け
た
方
に
対
し
て
助
成
す
る

も
の
で
す
。

■
助
成
対
象
者　

　

山
口
県
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
に
承
認
決
定
を
受
け
た
方

■
助
成
額　

　

治
療
1
回
に
つ
き
７
万
５
千

円
、
1
年
度
あ
た
り
2
回
ま
で

■
助
成
期
間

　

通
算
５
年

　

詳
し
く
は
健
康
増
進
課
健
康
づ

く
り
班
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
増
進
課　

健
康
づ
く
り
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
４

日
積
浄
水
場
の
一
般
見
学
会

を
開
催
し
ま
す

　

第
52
回
水
道
週
間
の
期
間
中

に
、
柳
井
地
域
広
域
水
道
企
業
団

で
は
日
積
浄
水
場
一
般
見
学
会
を

開
催
し
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る

方
は
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日
時

　

６
月
１
日
㈫
〜
７
日
㈪
ま
で

４
月
か
ら
児
童
手
当
は
、
子

ど
も
手
当
に
か
わ
り
ま
す

　

４
月
か
ら
子
ど
も
手
当
制
度
が

始
ま
り
ま
し
た
。

　

平
成
22
年
３
月
31
日
現
在
、
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
た
人
は
、

特
に
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

■
対
象
者　

　

中
学
校
修
了
ま
で
の
子
ど
も

（
平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
）
を
養
育
し
て
い
る
人

■
手
当
額　

　

子
ど
も
１
人
に
つ
き
月
額

１
万
３
千
円

■
支
給
月

　

６
月
、
10
月
、
平
成
23
年
２
月

に
前
月
分
ま
で
の
手
当
を
金
融
機

関
の
口
座
振
込
に
よ
り
支
給

平
成
22
年
度
の
支
給
例

①
６
月
支
給
月

　

２
月
・
３
月
分
の
児
童
手
当
（
受

給
資
格
の
あ
る
人
の
み
）
＋
４
月
・

５
月
分
の
子
ど
も
手
当

②
10
月
支
給
月

　

６
月
〜
９
月
分
の
子
ど
も
手
当

③
２
月
支
給
月　
　

　

10
月
〜
平
成
23
年
１
月
分
の
子

ど
も
手
当

※
平
成
23
年
２
月
・
３
月
分
の
子

ど
も
手
当
は
、
平
成
23
年
６
月
の

支
給
予
定
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
が
必
要
な
人

①
中
学
２
年
・
３
年
生
（
平
成
７

年
４
月
２
日
〜
平
成
９
年
４
月
１

日
生
ま
れ
）
の
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
人

②
所
得
制
限
な
ど
に
よ
り
平
成
22

年
３
月
ま
で
に
児
童
手
当
を
受
給

し
て
い
な
い
人
で
、
支
給
対
象
の

子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
人

■
申
請
方
法　

　

福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
お

よ
び
各
出
張
所
に
備
え
付
け
の
申

請
書
等
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
に
つ
い
て
は
、
勤

務
先
で
申
請
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の　

　

印
鑑
・
申
請
者
の
健
康
保
険
証
・

申
請
者
名
義
の
通
帳
（
金
融
機
関

口
座
が
わ
か
る
も
の
）

※
上
記
以
外
の
書
類
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
猶
予
期
限　

　

９
月
30
日
㈭

　

本
来
は
申
請
し
た
月
の
翌
月
分

か
ら
支
給
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

今
回
は
子
ど
も
手
当
制
度
開
始
の

た
め
、「
申
請
が
必
要
な
人
」
に
該

当
す
る
人
は
、
右
記
期
限
ま
で
に

申
請
を
済
ま
せ
た
場
合
に
限
り
、

４
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

※
平
成
22
年
４
月
１
日
以
降
に
出

生
や
養
子
縁
組
等
で
「
申
請
が
必

要
な
人
」
に
該
当
し
た
人

↓
支
給
要
件
に
該
当
し
た
月
の
翌

月
分
か
ら
支
給

　

ま
た
、
次
の
場
合
に
は
届
出
が

必
要
で
す
。

①
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

②
養
子
縁
組
な
ど
で
子
ど
も
を
養

育
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

③
転
出
す
る
と
き

④
監
護
・
生
計
要
件
な
ど
支
給
要

件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

⑤
受
給
者
ま
た
は
子
ど
も
が
死
亡

し
た
と
き

⑥
受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た
と

き■
手
続
き
場
所

　

福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
お

よ
び
各
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

特
定
不
妊
治
療
費
を
助
成
し

ま
す

　

一
般
不
妊
治
療
費
助
成
事
業

（
医
療
保
険
適
用
の
不
妊
治
療
）
に

加
え
、
町
で
は
4
月
1
日
か
ら
周

防
大
島
町
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し

　
　

　○納税通知書の送付時期
　　５月当初にお送りしています。
　○今年度から金融機関または県税事務所に加えて、コンビニエ
　　ンスストアでも納付できます。

◆問い合わせ
柳井県税事務所　☎０８２０（２３）２１２１

県税（自動車税）の納付のお願い
自動車税の納期限は５月31日㈪です

（
土
日
は
除
く
） 

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

（
所
要
時
間
１
時
間
程
度
） 

■
場
所

  

柳
井
地
域
広
域
水
道
企
業
団 

日

積
浄
水
場

（
柳
井
市
日
積
３
８
５
４
番
地
） 

■
内
容 

　

柳
井
地
域
広
域
水
道
企
業
団
の

概
要
説
明
お
よ
び
日
積
浄
水
場
見

学 


